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国
連
開
発
計
画
と
世
界
保
健
機
関
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
が
共
同
で
設
置
し
て
い
る
「
ワ
ク
チ
ン
の
公
平
の
た
め
の
グ

ロ
ー
バ
ル
・
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
」
に
よ
る
と
、
十
二
月
八
日
時
点
で
少
な
く
と
も
一
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接

種
を
受
け
た
人
は
高
所
得
国
で
は
六
四
・
九
四
％
だ
が
、
低
所
得
国
で
は
八
・
三
五
％
に
す
ぎ
な
い
。
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
国

際
関
係
・
協
力
省
は
十
一
月
二
十
七
日
に
発
表
し
た
声
明
で
「
（
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
に
対
す
る
）
渡
航
禁
止
措
置
は
、
先
進

的
な
ゲ
ノ
ム
配
列
解
析
を
行
い
、
新
し
い
変
異
体
を
よ
り
早
く
検
出
し
た
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
を
処
罰
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
世
界
保
健
機
関
ア
フ
リ
カ
地
域
事
務
所
の
マ
チ
デ
ィ
ソ
・
モ
エ
テ
ィ
事
務
局
長
は
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
お
よ
び
ボ

ツ
ワ
ナ
共
和
国
政
府
が
国
際
保
健
規
則
に
基
づ
い
て
十
一
月
二
十
四
日
に
新
た
な
変
異
株
の
存
在
を
世
界
保
健
機
関
に
通
知
し

た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
お
よ
び
ボ
ツ
ワ
ナ
共
和
国
政
府
が
、
新
た
な
変
異
株
の
存
在
を
世
界
に
通
知
し
た

迅
速
さ
と
透
明
性
は
称
賛
さ
れ
る
べ
き
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

水
際
対
策
や
追
加
接
種
で
自
国
だ
け
を
守
っ
て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
変
異
株
と
の
闘
い
は
終
わ
ら
な
い
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
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（
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
）
感
染
症
対
策
同
様
に
、
途
上
国
で
も
安
価
に
ワ
ク
チ
ン
や
治
療
薬
を
量
産
で
き
る
方
策
と
し

て
、
世
界
貿
易
機
関
で
は
、
昨
年
十
月
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
イ
ン
ド
な
ど
六
十
二
カ
国
の
共
同
提
案
で
、
ワ
ク
チ
ン
な
ど

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
・
封
じ
込
め
・
治
療
に
関
わ
る
知
的
財
産
権
の
一
部
の
保
護
を
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
収
束
ま
で
免
除
す
る
と
い
う
提
案
が
提
出
さ
れ
、
英
国
、
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
な
ど
が
強
く
反
対
す
る
中
、
今
年
五
月

に
米
国
が
賛
成
に
転
じ
た
が
、
当
時
の
茂
木
外
務
大
臣
は
国
会
な
ど
で
「
日
本
だ
け
待
っ
た
を
か
け
る
つ
も
り
は
な
い
」
「
国

際
的
な
議
論
に
建
設
的
に
関
与
し
て
い
く
」
と
述
べ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

 

世
界
に
お
け
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
格
差
を
是
正
す
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
予
防
・
封
じ
込
め
・
治
療
に
関
わ
る
知
的
財
産
権
の
一
部
の
保
護
を
一
時
的
に
免
除
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
現
時
点
で
の
政
府
の
見
解
を
あ
き
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


